


はじめに

平成24年7月2日、世界文化遺産「石見銀山遣跡とその文化的景観」は、 登録5周年の節目を

迎えました。

これを記念して、 大田市内を始めとしまして、 県内外におきましても、 様々な石見銀山遺跡の

情報発信を行って参りました。 大田市が登録5屁年を機として、 様々な情報発信を総合する企画

として発足しました「石見銀山ウォ ー キングミュ ー ジアム」は、石見銀山遺跡の「歩く観光」を

更に深め、 また広い範囲にわたり、石見銀山遺跡を始めとした大田市内の様々な地域に、実際に

触れる機会を作って参りました。

その中で石見銀山世界遺産センタ ー に求められる役割は、調査研究事業の推進や遣跡の保全管

理、教育普及や情報発信など、様々なものがあります。

世界遺産登録の裔揚が落ち着いた現在、 この遺産を永く保護するための、 持続可能な取り組み

が不可欠となっています。

石見銀山での生産や生活など、 その歴史の全容の解明には、未だ長い時間が必要と考えます。

調査研究業務は、そうした石見銀山の価値を知る上で不可欠なものとして、 今後も継続的に取り

組んで参ります。

石見銀山遣跡の保全管理は、 日々新たな対応が求められる分野でもあります。 日常的な管理だ

けでなく、 住民・来訪者の安全対策や文化財の保護に関する対応など、 専門的知見も要する、 幅

広い対応が必要です。 当センターは遺産の保全管理の拠点として、地域住民の方や様々な機関と

連携し、 これらの課題に引き続き取り組んで参ります。

また、教育普及業務として、 当センタ ー が取り組んでおります石見銀山学習は、 実施2年目と

なる平成24年、 各学校の努力工夫のもと、 より多様な学習が進展しています。 子どもたちだけで

なく、 広く市民や全国の方々に石見銀山遣跡や世界遣産の価値に触れていただけますよう、 石見

銀山遣跡の価値を伝える「石見銀山学」を進展させて参ります。

当センターの持つ業務は、 このように継続的な取り組みが必要なものですが、 こ れらの業務は

当センターのみではなく、 地域住民の方を始めとした広い協力が不可欠なものです。

石見銀山遺跡が永く未来に伝えられますよう、引き続き皆様方のご支援とご助言をいただきま

すよう、お願い申し上げます。

平成25年12月

大田市教育委員会教育長 大 國 晴 雄
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あいさつ

平成23年4月1日より、 石見交通が指定管理者として「石見銀山冊界遺産センタ ー 他厨辺施

設」の管理運営業務をスタ ートし、 2年が経過しました。

また、「石見銀山遣跡とその文化的景観」が世界文化遺産に登録され、 記念すべき5周年を迎

えました。

指定管理業務初年度は、「世界遺産・石見銀山遺跡」としての価値を来訪者に理解していただ

くことを課題とし、 展示室への誘導、］遺跡の紹介等に努めてまいりました。

そして2年目は、 一度来られたお客様に「もう 一度行ってみたい」と思っていただける様なお

もてなしを課題に取り組んでまいりました。多くの来訪者が、 まず最初に訪れる世界遺産セン

タ ーで、 石見銀山の魅力を充分にお伝えすることが重要であると考えています。

石見交通グルー プは「お客様に優しい、 真心のこもった接客態度」をモットー としており、「笑

顔」「挨拶」「清掃」「知識」を基本に接遇の向上を図っています。

また、 石見銀山遺跡の保存・伝承について関係機関と連携をとりながら進めて行きます。

そして、 お越し頂く皆様に感動を与え、深く理解して頂けるようグルー プ挙げて取り組んでま

いります。

今年度の様々な取り組みにご協力、 ご支援をいただきました多くの関係者の皆様に厚く御礼申

し上げます。

平成25年12月
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大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例

大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

大田市石見銀山街道市民ふれあいの森公園の設置及び管理に関する条例

大田市石見銀山街道市民ふれあいの森公園の設置及び管理に関する条例施行規則

大田市石見銀山大久保間歩の設置及び管理に関する条例

大田市石見銀山大久保間歩の設置及び管理に関する条例施行規則
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I. 石見銀山世界遺産センターの概要

1. 業務と組織等

■世界遺産センターの業務・組織

世界遺産「石見銀山遣跡とその文化的景観」全体の導入部（案内の玄関口）として、総合ガイダンス
と展示解説機能を持ち、調査研究並びに遣跡の保全と管理、ユネスコの「平和と人権尊重」の精神を情
報発信することなどを担う拠点施設として、専門職員及びスタッフなどが常駐しています。

1)世界遺産センターが担う業務

r 

大田市
（石見銀山課職員駐在）

石見銀山世界遺産センター

島根県
（世界遺産室職員駐在］

展示 ・ 解 説
,-----------― し一 コー―--- - --…•---------―- - ---------------, 

遺跡全体の解説や収集資料の展示ど解説
最新の調査研究裁果の展示と解説

，専門更更による総合解説
' - ----- --- - -- -- - --- - ----- - - -- - - - ------- - ----- -' 

教育 ・ 普及
- ---- - - - - ----- �- -- - - 、 - -- -―← → �―` - - -- - - ------- - --

指定管理者
（石見交通株式会社）

ダンス
------ --------·-―- ---―’
＇案内窓口の設営とスタッフの常駐
＇，遺跡模型での説明や解説映像の上映L
l地図｀パンフレットの配布し―-- ---- --- --------、一

,· 案内スタッフによる総合解説
--------------- ----

ホームページ等による情報発信
r----—_—_―---

―,-,-ニ---—―—―—―_-_—_—- -=--ご--二—―_―_—_---_—_—+―_―_-_―_-_—_—_=-------�--,-,--- -ニニニニェニ＝ ニ ニ＝＝＝＝＝＝ニニニ ー ゴ
｀ 案内＝概説書の作成 が ， 体験学習の実施（来訪者一般） ， 

し＝て＝＂＝＝＝＝＝三三＝＝二←塁
‘ ｀講鹿門唖雙— - -、―----"------V- - _ ]" , L 

-"-'― -----------------

，体験学習の実旅年見銀山学習関係）↓ ］ヽ← ―------ - --------------

調 査 ・ 研 究
r “" ―� --- - -"." -- ----"�---- - - -� - -—→ - - - - - — →ヽ―→- "" - --- -"" ----- 9 

調査研究活勤の拠点としての専門的調査研究
研究発表、シシポジウ竺等の企画開催

` - - - - ―ー "�" �"" - ---- ""―- -―ー·" --- - - ----}—ー"�" ----- �“� - -- - - -� J 

収集 ・ 保 管
-----― → ― ------------ -----------

塁羹畠芦塁竺只唸信'----- --一マ → →ー"“�ーー←――�- - - --- �―"”- - "←―- -" - - - - - -"――← -- -“�· - J 

保全・管理
一← 一―-----------------→
＇遺跡の日常的パトロールと保全管理 i : しーーー＂ "-------叫――- - -“" - - - -

【市機関l
石見銀山課
重要文化財熊谷家住宅
代官所地役人宅IB河島家
大森町並み交流センタ ー

大田市観光協会

乏［
［興機関】
文化財課（世界遺産室）
古代出異歴史博物館
疇文化財調査センタ ー

古代文化センタ ー
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’ ――→ー ・— -- - - -- - - ----- -”- -

，設備蔚、躙、 べ 警備な嗅持管理＇
＇し（ふれあいの森公園を含む）
： 大久保間歩に関する企画管理運営
＇ 凋辺施設を含む）し一—← • --―ー•一— -- -- --- - ~. ---

【関係機関l
石見銀山資料館
二瓶自然館サヒメル
その他各種研究機関

ノ



■世界遺産センタ ー がめざすもの

◇ユネスコの精神に基づき、未来へ引き継ぎます

「平和と人権尊重」の国際連合教育科学文化機関（ユネスコ）

の精神に基づき、 他の世界遣産と共に人類全体の宝である石見

銀山遣跡をまもり、 未来へ引き継いでいきます。

◇石見銀山の理解を助け、現地へ誘います

鉱山跡など多種多様な資産で構成され、 かつ、 広大な面積を

有している石見銀山遺跡の全体像の理解を助けるため、 適切な

ガイダンスを行います。 そして、 資産そのものである現地を歩

き、 見て、 触れる機会を増進します。

◇調査研究を積極的に行います

考古、 文献などの人文科学分野と、 科学、 自然環境などの自

然科学分野が密接に連携を取り合いながら総合的な調査研究を

進めます。 また、 国内外の鉱山遺跡との比較研究などテ ー マ別

の調査研究も行い、 情報発信します。

「乎和と人権」を精神とする
ユネスコの世界遺産

国際連合教育科学文化機関（ユネスコ）は、第2次世界大戟ヘ
の厳ししヽ反省から、1945年11月、ユネスコ憲章が採択され誕
生しました。

コネスコ憲即D前文には泊戦争は人の心の中で生まれるも
のであるから、人の心の中に平和のとりでを築かねばならない」
と掲げられていまま漑争は、宗教、歴史、思想なとの文化的な相
違1こ茎づくI差別や人権侵害」が原菌だとされています。

ユネスコは、世界の誰もが認める顕著な苔二的価値を有する
資産を世界遺産として登録し継承していくことにより、人権が
尊蘊され戦争のない平和な世界の実現をめざしていま百。

石貝竿II渭蹄は、2007年7月、ユネスコの第31回世界遺産
委員会において、「石見銀山還跡とその文化的棗観）として、世界
遺産に登録されました。

このユネスコの精神に基づき、人類全体の宝である石見銀山
遺跡をまもり、未来へ引き継いでいかなけれ1姦凶りません。

j 

虞◎
9とコ、土芝迂

2008（平成20)年10月

.....ユネスコ憲章と世界遺産パネル

◇遺跡の保全管理活用を継続的に行います
良好なかたちで今に伝わる資産を適切なかたちで未来へ引き継ぐために、 遺跡パトロ ー ルなど日常の

保全管理に努めます。 同時に、 継続した保全活動が実施できるよう官民協働の取り組みも促進します。

また、 現地資産そのものが展示物でもあり、 資産の整備活用を進めます。

◇親しみのもてるセンタ ー とします

現地施設と連携を密にし、 地域住民が誇りを持ち、 学校教育や生涯学習の場として、 観光客を含め何

度でも来館したくなるような交流拠点とします。 また、 現地説明会や体験学習、 講座や講演会などを定

期的に開催し、 栽しみが持てる訛域に開かれた運営を目指します。
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①石見銀山の歴史

16世紀の神屋寿禎による「銀山発見」から、 大森の町の形成まで、 映像や資料写真、 復元品等で

解説しています。

②石見銀山のくらしと技術

発掘調査の成果を中心に鉱山のくらしと技術を解説しています。

また、 期間限定で「国重要文化財·辻が花染丁子文道服の再現品」の公開を実施しています。

＊＊平成24年度公開実績＊＊

第1期(4 / 1~5/24:54日） 第2期(6/23~8 /20: 59日）

第3期（10/ 2~11/19 : 49日） 第4期（12/25~1 / 7 : 14日） 年間計176日

▲第1展示室

第3展示室「総合調査の成果」

▲第2展示室

自然科学、 文献、 石造物、 間歩、 発堀調査という学際的な調査研究成果の一端を紹介しています。併

せて石見銀山の地質学的な背景から鉱脈や坑道の分布などを映像、 模型等で解説しています。

平成21年度からは、 都市鉱山について解説するコ ー ナ ー を設け、 廃棄される電化製品などから希少な

金属を回収・再利用している状況の展示解説を開始しています。

また、 今年度寄贈を受けた30kgの純銀インゴソトを活用し、 実際にこの銀の手触りや重さを感じられ

る形での常設展示を行っています。

第4展示室「未来に引き続ぐ石見銀山遺跡とその文化的景観」

「鉱山跡と鉱山町、 街道、 港と港町の総休」という石見銀山の土地利用＝文化的景観を模型、 映像、

パネルや歴史年表で紹介しています。

▲第3展示室 ....第4展示室
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健及び精神障害者福杜に関する法律（昭和25 年法律第123号） 第4 5条第 2項の精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている者 観覧料の額の全額

(4 )前号に掲げる者の介護者（原則として介護を受ける者と同 じ人数までに限る。） 観覧料の額の全

額

(5)前各号に掲げるもののほか、 指定管理者が特別の理由があると認めるもの 指定管理者が教育長

の承認を得て別に定める額

（利用料金等の減免申請）

第 6条 前2条の規定により使用料及び観覧料の減免を受けようとする者は、 あらかじめ利用料金減免

申請書（様式第3 号）又は観覧料減免申請書（様式第4号）を指定管理者に提出し、 指定管理者の承認

を受けなければならない。 ただし、前条第 3 号及び第4 号に掲げる者並びに同条第5 号に掲げる者で指

定管理者が教育長の承認を得て別に定めるものについ ては、 この限りでない。

（その他）

第7条 この規則に定めるもののほか、 必要な事項は教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、 平成20年10月20日から施行する。

附 則（平成22年教委規則第 12号）

この規則は、 平成23年4月1日から施行する。

■大田市石見銀山街道市民ふれあいの森公園の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第172号

改正 平成18年2月21日条例第1号

平成22年6月22日条例第20号

（設置）

第 1条 多様な樹木や森林などの自然観察や自然とのふれあいを通して、 市民のふるさと意識の醸成を

図るとともに、 市外からの来訪者に憩いの場を提供するために、 石見銀山街道市民ふれ あいの森公園

（以下「公園」という。）を設置する。

（名称及び位置）

第 2条 公園の名称及び位置は、 次のとおりとする。

名称 I 位置
石昆銀山街道市民ふれあいの森公園 I 大田市大森町イ1597番地3

（指定管理者による管理）

第3条 公園の管理は、 地方自治法（昭和22年法律第67号）第24 4条の2 第3項に規定する指定管理者

にこれを行わせることができる。

（指定管理者の行う業務）

第 4 条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1)公園の維持管理に関する業務

(2)公園における行為の許可に関する業務

(3)前 2 号に掲げるもののほか、 市長が必要と認める業務

（行為の禁止）

第5 条 公園においては、 次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、 市長が正当な理由があると詔め
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■大田市石見銀山街道市民ふれあいの森公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日
規則第135号

改正平成22年11月5日規則第35号
（趣旨）
第1条 この規則 は、大田市石見銀山街道市民ふれあいの森公園の設置及び管理に関する条例（平成17
年大田市条例第172号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
（行為の許可の申請）

第2条 条例第 6条第1項の許可を受けようとする 者は、行為許可申請書（様式第1号）を指定管理者
に提出しなければならない。
（行為の許可）
第3条 指定管理者は、前条の許可をしたときは、行為許可書（様式第2号）を交付するものとする。
（その他）

第 4 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則（平成22年規則第35号）
この規則は、平成 23年4月1日から施行する。

■大田市石見銀山大久保間歩の設置及び管理に関する条例

平成20年3月24日
条例第2号

（設置）
第1条 石見銀山における銀鉱山跡に対する理解を深め、大田市 の文化の向上に資するため、大田市石
見銀山大久保間歩（以下「大久保間歩」という。）を設置する。
（名称及び位置）

第2条 大久保間歩の名称及び位置は、次のとおりとする。

｀艮山大久保間歩 ＿�冒市大森町イ1628番地

（指定管理者による管理）
第 3条 大久保間歩の管理は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第3項に規定する指定

管理者にこれを行わせることができる。
（指定管理者の行う業務）

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)大久保間歩の維持管理に関する業務
(2)大久保間歩の入場の許可に関する業務
( 3)入場料の徴収に関する業務
(4)前各号に掲げるもののほか、大田市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が必要と認める業務
（開場時間）

第5条 大久保間歩の開場時間は、午前9時から午後5時までの間とする。ただし、指定管理者は、必
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（安全対策及び事故発生時の措置）

第 6 条 指定管理者は、 大久保間歩における事故を未然に防止し、 安全を確保するため次の各号に定め

る措置を講じなければならない。

(1)大久保間歩の定期点検パトロ ー ル

(2)避難誘導訓練の実施

(3)緊急誘噂体制の確立

(4)その他安全を確保するため必要な措置

2 万ー事故が発生した場合には、 人命尊重を第ー として次の各号の定めるところにより、 迅速かつ的

確に措置を講じなければならない。

(1)人身事故に対する救護及び応急手当の実施

(2)入場者の避難誘導

(3)二次災害及び被害の拡大を防止するための作業の実施

(4) 被害者の住所及び氏名並びに被害状況の把握

（管理日誌）

第 7 条 指定管理者は、 管理の現状を明らかにし、 その効率的な運用を図るため管理日誌を備え付け、

大久保間歩の保全に努めるものとする。

（その他）

第8条 この規則に定めるもののほか、 必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則
この規則は、 平成20年4月1日から施行する。

附 則（平成22年教委規則第12号）

この規則は、 平成23年4月1日から施行する。

※これらの例規に関する申請様式等は、 大田市のHP から閲覧、 ダウンロ ー ドすることができます。
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